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審議会等の会議の傍聴審議会等の会議の傍聴審議会等の会議の傍聴審議会等の会議の傍聴

第３回障害者地域自立支援協議会全体会・障害者差別解消支援地域協議会
■日３月16日㈭午後２時30分～４時30分（受付２時10分～）　　
■所文化会館たづくり12階大会議場　
■定当日先着５人　
■問障害福祉課☎481－7094・ 481－4288
第４回男女共同参画推進センター運営委員会
■日３月16日㈭午後６時30分～８時（受付６時20分～）　
■定申し込み順５人　
■他オンラインで開催　
■申■問３月15日㈬午後５時までにＥメールで多様性社会・男女共同参画推進課
☎443－1213・■Ｅdanjyo@city.chofu.lg.jp
令和４年度第５回公共交通活性化協議会
■日３月20日㈪午前10時～（受付９時45分～）
■所文化会館たづくり12階大会議場　
■定当日先着10人
■他車いすや手話通訳を希望する場合は３月15日㈬までに要事前相談
■問交通対策課☎481－7454
第76回ふじみ衛生組合地元協議会
■日３月22日㈬午後６時30分～　

■所クリーンプラザふじみまたはオンライン（Zoom）　
■定申し込み順10人
■申■問Ｅメールに住所、氏名、Ｅメールアドレス、希望する傍聴場所を明記し、
３月15日㈬までにふじみ衛生組合☎490－5374
■Ｅ fujimi-soumuka@fujimieiseikumiai.jp
第６回地域福祉推進会議
■日３月23日㈭午後６時30分～８時　
■所文化会館たづくり10階1002学習室　
■定当日先着５人　
■問福祉総務課☎481－7101
第２回バリアフリー推進協議会
■日３月29日㈬午前10時～11時30分（受付９時45分～）
■所文化会館たづくり12階大会議場　
■定当日先着10人
■問交通対策課☎481－7454
第241回東京都都市計画審議会
■日５月19日㈮午後１時30分～　
■所都庁内会議室　
■定15人（多数抽選）
■申■問往復はがきに住所、氏名、電話番号を明記し、４月27日㈭（消印有効）まで
に〒163－8001東京都都市整備局都市計画課☎03－5388－3225 （都市計画課）

※ 要マスク着用・発熱などの風邪症状がある場合は傍聴不可。車いすや手話通訳
を希望する場合は要事前相談。状況により中止・延期・変更の場合あり

多様な生き方・暮らし方ができる社会の形成に向け、多様な性的指
向・性自認の方々の生活上の困難の軽減を図るため、パートナーシッ
プ関係のおふたりから宣誓・届出があったことを証明します。
■申電話またはＥメールで要事前相談
■他詳細は市■HP参照　
■問多様性社会・男女共同参画推進課
　☎443－1213・■Ｅdanjyo@city.chofu.lg.jp 

　４月から改正道路交通法が施行され、年齢に関わらず自転車利用者
のヘルメット着用が努力義務になります。自転車事故による死者数の
うち、約８割の方は頭部損傷が主因で亡くなっています。大人も子ど
ももヘルメットを着用して、自転車を安全に利用しましょう。
■他詳細は東京都■HP参照
■問交通対策課☎481－7454

市独自のパートナーシップ宣誓制度を創設
３月15日㈬から受付を開始

自転車利用者の

ヘルメット着用が努力義務化

　東京都は、物価高の影響を受けやすい低所得世帯の生活を支
援するため、国産の米や野菜などの食品と引き換えられるクー
ポンを４月末までに対象世帯へ郵送し、申し込んだ世帯へ食品
を配送します。
■対令和４年度住民税均等割非課税世帯または家計急変世帯（電
力・ガス・食料品等価格高騰緊急支援給付金（１世帯当たり７
万円。令和５年１月31日申請受付終了）の対象世帯）
■申クーポンに同封されている申し込み用はがきを返送またはクーポンに記載
された専用サイトから申し込み
■問東京おこめクーポン事業コールセンター
　☎03－5249－3553（毎日午前９時～午後６時）
　東京都福祉保健局生活福祉部計画課☎03－5320－4067 （給付金担当）

東京おこめクーポン事業

東京都HP

市HP

　市政の課題に対応するため、組織名称を変更します。
改正内容／

「男女共同参画推進課」➡「多様性社会・男女共同参画推進課」に名称変更
「男女共同参画推進係」➡「多様性社会・男女共同参画推進係」に名称変更
■問企画経営課☎481－7362

２月20日から市役所の組織を改正

　認定を受けたマンションは、住宅金融支援機構のフラット35やマンション
共用部分リフォーム融資の金利引き下げ、マンションすまい・る債の利率上
乗せの優遇を受けることができます。
■対管理計画の認定申請ができる市内の既存マンション（申請者はマンション
の管理組合の管理者など）
■他手続きの流れや認定基準などの詳細は市■HP参照
■問住宅課☎481－7545

４月からマンションの管理計画認定事務を開始
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